
ピ
ラ
テ
ィ
ス
・
ヨ
ガ
教
室

▼�
昼
の
部
＝
９
月
７
日
～
11
月
16

日
の
各
木
曜
日
10
時
～
11
時
30

分（
全
10
回
）

　
※
９
月
28
日（
木
）は
休
み

　
▼�

夜
の
部
＝
９
月
４
日
～
11
月
20

日
の
各
月
曜
日（
祝
日
除
く
）19

時
～
20
時
30
分（
全
10
回
）

樋
脇
保
健
セ
ン
タ
ー

▼�

昼
の
部
＝
ピ
ラ
テ
ィ
ス
を
中
心

と
し
た
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
・
ボ

デ
ィ
メ
イ
ク

　
▼�

夜
の
部
＝
癒
や
し
・
体
力
向
上

を
目
的
と
し
た
ヨ
ガ�

成
人
で
医
師
に
よ
る
運
動
制
限
の

な
い
方

各
部
先
着
20
人

８
月
17
日（
木
）～

電
話�

あ
り（
５
組
、
昼
の
部
の
み
）

ひ
わ
き
Y
O
U
遊
ス
ポ
ー
ツ
ク

ラ
ブ０

７
０（
６
５
９
０
）６
５
４
６

※�

ピ
ラ
テ
ィ
ス
と
は
、
骨
格
の
ゆ
が

み
や
筋
力
不
足
を
効
果
的
に
解
消

す
る
こ
と
が
で
き
る
エ
ク
サ
サ
イ

ズ
で
す
。

救
急
の
日
　
市
民
公
開
講
座

９
月
９
日（
土
）14
時
～
15
時
20
分

国
際
交
流
セ
ン
タ
ー

①�「
脳
卒
中
の
リ
ハ
ビ
リ
～
予
防
と

効
果
的
な
回
復
の
た
め
に
～
」

　
②�「
脳
卒
中
を
予
防
す
る
た
め
、

早
く
治
療
す
る
た
め
に
で
き
る

こ
と
」

※
救
急
車
両
展
示
コ
ー
ナ
ー

※
体
験
コ
ー
ナ
ー

①�

＝
川
内
市
医
師
会
立
市
民
病
院

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
部

作
業
療
法
室
　
室
長
　
橋は

し

口ぐ
ち

久く

仁に

子こ

氏

　
②�

＝
川
内
市
医
師
会
立
市
民
病
院

脳
神
経
外
科
　
部
長
　
樋ひ

渡わ
た
り

貴た
か

昭あ
き

氏

ど
な
た
で
も
可

※
参
加
無
料

先
着
２
０
０
人

上
の
申
込
フ
ォ
ー
ム
、
電
話

川
内
市
医
師
会
事
務
局

（
23
）４
６
１
２

相
談

児
童
巡
回
相
談【
要
申
込
】

10
月
24
日（
火
）、
25
日（
水
）10
時

～
16
時

サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
川
内（
永

利
町
）

療
育
手
帳
の（
再
）判
定
、
特
別
児

童
扶
養
手
当
更
新
の
判
定
な
ど

市
内
に
居
住
す
る
18
歳
未
満
の
方

９
月
８
日（
金
）ま
で

電
話本

庁
障
害
福
祉
課
支
援
Ｇ（

２
１
７
２
）

特
設
人
権
相
談
所
開
設

９
月
７
日（
木
）10
時
～
15
時

樋
脇
保
健
セ
ン
タ
ー
、
入
来
支

所
、
東
郷
公
民
館
、
祁
答
院
保
健
セ

ン
タ
ー

鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局
と

川
内
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
に
よ
る
、

特
設
人
権
相
談
所
の
開
設

※�

相
談
無
料
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
。

▼
鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局

　
　
（
22
）２
３
０
０

　
▼�

本
庁
市
民
課
企
画
総
務
Ｇ（

２
５
６
３
）

オ
ス
ト
メ
イ
ト
　
　
　
　

（
人
工
肛
門
・
人
工
膀
胱
）　

サ
ロ
ン
会

８
月
20
日（
日
）13
時
～
16
時

Ｓ
Ｓ
プ
ラ
ザ
せ
ん
だ
い

オ
ス
ト
メ
イ
ト
の
方
お
よ
び
そ
の

家
族
、
ク
ロ
ー
ン
病
、
潰
瘍
性
大
腸

炎
の
方

先
着
20
人

※
参
加
無
料

日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会
鹿
児
島
県

支
部
　
石い

し

澤ざ
わ

０
９
０（
７
２
９
５
）６
１
４
５

お
知
ら
せ

８
月
は
県
下
一
斉
　
　
　
　

国
保
税
滞
納
整
理
強
化
月
間

　
本
県
で
は
、
県
下
一
斉
に
国
保
税

の
滞
納
整
理
強
化
月
間
を
設
け
、
収

納
率
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
本
市
で
も
、
催
告
書
の
送
付
や
財

産
調
査
に
基
づ
く
滞
納
処
分
な
ど
を

強
化
し
ま
す
。

※�

国
保
税
は
国
保
制
度
を
支
え
る
貴

重
な
財
源
で
す
。
納
期
内
納
付
へ

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

本
庁
収
納
課
納
税
Ｇ（

２
４
５

０
）

飲
用
井
戸
の
衛
生
対
策

　
清
潔
で
安
全
な
水
は
、
私
た
ち
の

生
活
に
欠
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

市
で
は
、「
薩
摩
川
内
市
飲
用
井
戸

衛
生
対
策
要
領
」を
定
め
て
い
ま
す
。

飲
用
井
戸
の
衛
生
確
保
は
、
原
則
と

し
て
、
設
置
者
の
自
己
責
任
と
な
り

ま
す
。
自
ら
適
正
な
管
理
に
努
め
て

く
だ
さ
い
。

▼�

井
戸
や
そ
の
周
辺
に
異
常
が
な
い

か
、
ま
た
清
潔
に
保
た
れ
て
い
る

か
、
定
期
的
に
点
検
し
、
み
だ
り

に
人
や
動
物
が
入
ら
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

▼�
年
１
回
は
水
質
検
査
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

※�

水
質
検
査
は
有
料
で
、
厚
生
労
働

大
臣
の
登
録
を
受
け
た
機
関
が
実

施
し
ま
す
。
採
水
方
法
、
手
数
料
、

検
査
項
目
は
、
各
登
録
機
関
に
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

水
質
検
査
の
登
録
機
関

▼（
一
財
）鹿
児
島
県
環
境
技
術
協
会

　

０
９
９（
２
６
２
）０
１
１
０

▼�（
公
社
）鹿
児
島
県
薬
剤
師
会
試
験

セ
ン
タ
ー

　

０
９
９（
２
５
３
）８
９
３
５

▼�

㈱
鹿
児
島
環
境
測
定
分
析
セ
ン

タ
ー

　

０
９
９（
２
０
１
）４
１
７
７

▼
㈱
東
洋
環
境
分
析
セ
ン
タ
ー

　

０
９
９（
２
１
８
）３
３
１
１

本
庁
環
境
課
生
活
環
境
Ｇ（

４

３
３
３
）

相
続
登
記
の
申
請
が
　
　
　

義
務
化
さ
れ
ま
す

　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
相
続
登

記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　
所
有
者
不
明
土
地
の
解
消
に
向
け

て
、
不
動
産
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
大

き
く
変
わ
る
た
め
、
今
の
う
ち
か
ら

相
続
し
た
土
地
・
建
物
の
相
続
登
記

を
し
ま
し
ょ
う
。
今
な
ら
相
続
登
記

の
免
税
措
置
も
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
知
ら
せ

▲市

▲�川内市医
師会事務
局

相
談

182023.8.10 広報

　
詳
し
く
は
、
法
務
省

で
ご
確
認

ま
た
は
法
務
局
に
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支

局（
22
）２
３
０
０

市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

見
積
単
価
に
係
る
事
務
費
の

変
更
に
つ
い
て

　
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式（
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
）の
導
入
に
伴
い
、
各

職
種
の
見
積
単
価
の
う
ち
配
分
金
に

対
す
る
事
務
費
の
割
合
を
変
更
し
ま

す
。変

更
後=

各
配
分
金
の
14
％

　
変
更
前=

各
配
分
金
の
12
％

※
令
和
５
年
10
月
受
注
分
よ
り
適
用

市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

（
20
）５
８
１
９

重
要
土
地
等
調
査
法
に
基
づ
く

区
域
指
定

重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等

に
お
け
る
土
地
等
の
利
用
状
況
の
調

査
及
び
利
用
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律（
重
要
土
地
等
調
査
法
）に
基
づ
き
、

防
衛
施
設
な
ど
安
全
保
障
上
重
要
な

施
設
の
周
辺
や
国
境
離
島
な
ど
市
内

の
一
部
区
域
を「
注
視
区
域
」、「
特

別
注
視
区
域
」に
国
が
指
定
し
、
施

行
日
以
後
、
区
域
内
の
土
地
や
建
物

の
利
用
状
況
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
内
閣
府

で
ご
確
認

ま
た
は
法
務
局
に
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

【
注
視
区
域
】

川
内
原
子
力
発
電
所
を
中
心
と
し
た

周
囲
お
お
む
ね
１
０
０
０
ｍ
お
よ
び

下
甑
島
の
壁
立
、
ひ
ょ
う
た
ん
岳
の

周
辺
の
区
域

【
特
別
注
視
区
域
】

川
内
駐
屯
地
、
下
甑
島
分
屯
基
地
を

中
心
と
し
た
周
囲
お
お
む
ね
１
０
０

０
ｍ
の
区
域

※�「
特
別
注
視
区
域
」内
に
お
い
て
面

積
が
２
０
０
㎡
以
上
の
土
地
や
建

物
を
売
買
な
ど
す
る
際
に
は
事
前

の
届
け
出
が
必
要

内
閣
府
重
要
土
地
等
調
査
法

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

０
５
７
０（
０
０
１
）１
２
５

（
平
日
９
時
30
分
～
17
時
30
分
）

▲�法務省

▲�内閣府

広告料 0円！※プレゼント費用は
ご負担いただきます

メリット

メリット

メリット

市内約3万3,000世帯や
駅、スーパーなどに配布！

新規顧客をゲット！

掲載希望の際はあらかじめご連絡いただき、市　 の申込書を
ダウンロードし、必要事項を明記の上、本庁4階秘書広報課へ
直接、ファクス、メール
　　 秘書広報課企画総務・広聴広報G（　 4122）
　 （20）5570  　 koho@city.satsumasendai.lg.jp ▲市

　広報薩摩川内の「読者のひろば」コーナーなどに投稿していただいた方に
抽選でお送りしているプレゼントを提供いただける事業者（市内の飲食店など）
を募集しています。
　詳しくは市　  をご確認ください。

広報薩摩川内で商品やお店をPR！広報薩摩川内 商品 お店 PR！

A

B 健康保険証、介護保険証、学生証、
各種医療受給者証、年金手帳、社員証、
預金通帳など

【交付に必要な書類】
・交付通知書（ご自宅に届いたはがき）
・通知カード（お持ちの方）
・本人確認ができるもの
 （右記の本人確認書類一覧をご覧ください）
　　　Ａ１点 もしくは Ｂ２点　
※ 交付通知書（はがき）に記載してある受け取り期限を過ぎ

ても交付できます。紛失された場合は、本庁または各支所、
甑島振興局へご連絡ください。

住民基本台帳カード、
運転免許証、運転経歴証明書、
身体障害者手帳、
在留カード、パスポートなど

※ 原則本人交付となります。やむを得ない理由（入院、
施設入所など）により、代理交付を希望される場合は、
必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせくだ
さい。

【休日窓口】9時〜 16時（本庁のみ）
８月27日（日）、９月24日（日）

※ 交付場所が支所の方で、本庁での休日交付を希望される場合は必ず希望日の３日前までに、
　本庁または各支所、甑島振興局へご連絡ください。
※ ポイントがもらえるのは、既にマイナンバーカードをお持ちの方または２月末までに申請した方のみ。

 本庁市民課企画総務Ｇ（ ２５６１）、各支所、甑島振興局

マイナンバーカード交付（受け取り）はお済みですか？マイナンバーカード交付（受け取り）はお済みですか？
「ポイントのお申し込みは9月末まで」 「ポイントのお申し込みは9月末まで」 急がなきゃ! 急がなきゃ! 
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